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一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る  

初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離にづいて   

標記について、別紙のとおり公示したので了知のうえ、傘下事業者に対し周知徹底され  

たい。  

別紙・・・公示文  



公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る

初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄

附 則

本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）

本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）

本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）

本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）

本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。
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附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）

本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）

本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）

本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。

附 則（令和５年２月９日 一部改正）

本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正）

本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正）

本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

附 則（令和５年１０月２０日 一部改正）

本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。

附 則（令和５年１１月２日 一部改正）

本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。

附 則（令和６年２月９日 一部改正）

本公示は、令和６年２月９日以降適用する。

附 則（令和６年３月８日 一部改正）

本公示は、令和６年３月８日以降適用する。
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（別添）

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮

する場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を

控除した距離

多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を

控除した距離

南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を

控除した距離

西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を

控除した距離

島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―

京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ―

相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ―

湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ―

小田原地区 小田原交通圏 １．１７ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ―

県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ―

秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ―

東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ―

千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を

控除した距離
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北総交通圏 １．１５５ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ―

山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ―

市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を

控除した距離

外房交通圏 １．１５５ｋｍ ―

南房交通圏 １．１５５ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―

栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ―

山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

東八・東山交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

峡西交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

峡北交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を

控除した距離

山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正） 附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。 本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正） 附 則（令和５年９月８日 一部改正）
本公示は、令和５年９月８日以降適用する。 本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

附 則（令和５年１０月２０日 一部改正） 附 則（令和５年１０月２０日 一部改正）
本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。 本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。

附 則（令和５年１１月２日 一部改正） 附 則（令和５年１１月２日 一部改正）
本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。 本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。

附 則（令和６年２月９日 一部改正） 附 則（令和６年２月９日 一部改正）
本公示は、令和６年２月９日以降適用する。 本公示は、令和６年２月９日以降適用する。

附 則（令和６年３月８日 一部改正）
本公示は、令和６年３月８日以降適用する。

（別添）
（別添）

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する
場合の距離 場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ―

湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ― 湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．１７ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．１７ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ―
秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ― 秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ―
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群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ―
東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ― 東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ―
千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 北総交通圏 １．１５５ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ―
市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 外房交通圏 １．１５５ｋｍ ―
南房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 南房交通圏 １．１５５ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．２ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正） 附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。 本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正） 附 則（令和５年９月８日 一部改正）
本公示は、令和５年９月８日以降適用する。 本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

附 則（令和５年１０月２０日 一部改正） 附 則（令和５年１０月２０日 一部改正）
本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。 本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。

附 則（令和５年１１月２日 一部改正） 附 則（令和５年１１月２日 一部改正）
本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。 本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。

附 則（令和６年２月９日 一部改正）
本公示は、令和６年２月９日以降適用する。

（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ―

湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ― 湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．１７ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ―
秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ― 秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
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除した距離 除した距離
千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ―

東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ― 東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ―
千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 北総交通圏 １．１５５ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ―
市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 外房交通圏 １．１５５ｋｍ ―
南房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 南房交通圏 １．１５５ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正） 附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。 本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正） 附 則（令和５年９月８日 一部改正）
本公示は、令和５年９月８日以降適用する。 本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

附 則（令和５年１０月２０日 一部改正） 附 則（令和５年１０月２０日 一部改正）
本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。 本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。

附 則（令和５年１１月２日 一部改正）
本公示は、令和５年１１月２日以降適用する。

（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ―

湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ― 湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ―
秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ― 秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ―
東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ― 東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ―
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千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控
除した距離 除した距離

北総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 北総交通圏 １．１５５ｋｍ ―
千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ―

山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ―
市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 外房交通圏 １．１５５ｋｍ ―
南房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 南房交通圏 １．１５５ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正） 附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。 本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正） 附 則（令和５年９月８日 一部改正）
本公示は、令和５年９月８日以降適用する。 本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

附 則（令和５年１０月２０日 一部改正）
本公示は、令和５年１０月２０日以降適用する。

（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．０９１ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．０９１ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．０９１ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ―

湘南交通圏 １．０９１ｋｍ ― 湘南交通圏 １．２ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．１２１ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．１２１ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．０３１ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ―
秩父交通圏 １．０３１ｋｍ ― 秩父交通圏 １．４７ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ―
東葛交通圏 １．１５５ｋｍ ― 東葛交通圏 １．２７ｋｍ ―
千葉交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 北総交通圏 １．２７ｋｍ ―
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千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．１５５ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．１５５ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ―
市原交通圏 １．１５５ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 外房交通圏 １．２７ｋｍ ―
南房交通圏 １．１５５ｋｍ ― 南房交通圏 １．２７ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．２ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．２ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正） 附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。 本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

附 則（令和５年９月８日 一部改正）
本公示は、令和５年９月８日以降適用する。

（別添）
（別添）

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する
場合の距離 場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ―

湘南交通圏 １．２ｋｍ ― 湘南交通圏 １．２ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ―
秩父交通圏 １．４７ｋｍ ― 秩父交通圏 １．４７ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 １．３５７ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．２１９ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ―
東葛交通圏 １．２７ｋｍ ― 東葛交通圏 １．２７ｋｍ ―
千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．２７ｋｍ ― 北総交通圏 １．２７ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ―
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市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控
除した距離 除した距離

外房交通圏 １．２７ｋｍ ― 外房交通圏 １．２７ｋｍ ―
南房交通圏 １．２７ｋｍ ― 南房交通圏 １．２７ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正） 附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。 本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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附 則（令和５年２月９日 一部改正） 附 則（令和５年２月９日 一部改正）
本公示は、令和５年２月９日以降適用する。 本公示は、令和５年２月９日以降適用する。

附 則（令和５年８月１８日 一部改正）
本公示は、令和５年８月１８日以降適用する。

（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０９６ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ―

湘南交通圏 １．２ｋｍ ― 湘南交通圏 １．２ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ―
秩父交通圏 １．４７ｋｍ ― 秩父交通圏 １．４７ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ―
東葛交通圏 １．２７ｋｍ ― 東葛交通圏 １．２７ｋｍ ―
千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．２７ｋｍ ― 北総交通圏 １．２７ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ―
市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．２７ｋｍ ― 外房交通圏 １．２７ｋｍ ―
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南房交通圏 １．２７ｋｍ ― 南房交通圏 １．２７ｋｍ ―
茨城県地区 茨城県全域 １．１ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡西交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 峡北交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―

東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―
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附則（令和5年2月9日一部改正）
本公示は、令和5年2月9日以降適用する。

(別添 (別添）

運賃適用地域 初乗距離を短縮営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮
する場合の距離

運賃適用地域 営業区域 初乗距離
する場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 加算距離1回分を
控除した距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 加算距離1回分を1 . 096km1 . 096km

控除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 加算距離1回分を

控除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 加算距離1回分を

控除した距離

1 . 2km 1 ． 2km

南多摩交通圏 加算距離1回分を
控除した距離

南多摩交通圏 加算距離1回分を
控除した距離

1 ． 2km 1 ． 2km

西多摩交通圏西多摩交通圏 加算距離1回分を
控除した距離

加算距離1回分を
控除した距離

1 . 2km 1 . 2km

島しょ地区
京浜地区

一
一
一

島しょ区域
京浜交通圏
県央交通圏
湘南交通圏

島しょ地区
京浜地区

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

ｋ
ｋ
ｋ
ｋ

２
２
２
２

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

ｋ
ｋ
ｋ
ｋ

２
２
２
２

三

三

三

三

１
’
１
’
１

１
’
１
－
１

相模・鎌倉地区 相模・鎌倉地区

小田原地区 小田原交通圏 加算距離2回分を
控除した距離

小田原地区 小田原交通圏 加算距離2回分を
控除した距離

1 ． 8km1 . 8km

埼玉県A地区 埼玉県A地区 鑓

一
一
》

至墾霊一
一
一
評

１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ

３
３
３
７
７

２
２
２
４
４

１
－
１
－
１
－
１
－
１

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ

３
３
３
７
７

２
２
２
４
４

＝＝

二二

二二

二二

三

三

三
埼玉県B地区埼玉県B地区

東毛交通圏 加算距離2回分を群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏 加算距離2回分を
控除した距離

2km2km

控除した距離
加算距離2回分を
控除した距離

加算距離2回分を
控除した距離

中・西毛交通圏中。西毛交通圏 2km2km

加算距離2回分を
控除した距離

沼田・利根交通圏群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交通圏 加算距離2回分を
控除した距離

1 ． 8km1 . 8km

加算距離2回分を
控除した距離

渋川・吾妻交通圏渋川・吾妻交通圏 加算距離2回分を
控除した距離

1 . 8km1 ． 8km

京葉交通圏
東葛交涌圏

千葉県A地区千葉県A地区 錘
》

塞
奉

１
’
１

ｍ
ｍ

ｋ
ｋ

７
７

２
２

ｎ
ｎ

ｒ
ｒ

ｋ
ｋ

７
７

２
２

１
１

加算距離4回分を
控除した距離
加算距離4回分を加算距離4回分を

控除した距離
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I&kml曝襟鍜分を
山梨県A地区 ｜甲府交通圏山梨県A地区 ｜甲府交通圏 1 . 8km

加算距離2回分を
控除した距離
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種際~口三琵禧
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正） 附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。 本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。

附 則（令和４年１０月１１日 一部改正）
本公示は、令和４年１０月１１日以降適用する。
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（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 加算距離１回分を控１．０９６ｋｍ １．０５２ｋｍ

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ―

湘南交通圏 １．２ｋｍ ― 湘南交通圏 １．２ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控

除した距離 除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ―
秩父交通圏 １．４７ｋｍ ― 秩父交通圏 １．４７ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ―
東葛交通圏 １．２７ｋｍ ― 東葛交通圏 １．２７ｋｍ ―
千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．２７ｋｍ ― 北総交通圏 １．２７ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ―
市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．２７ｋｍ ― 外房交通圏 １．２７ｋｍ ―
南房交通圏 １．２７ｋｍ ― 南房交通圏 １．２７ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ―

東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ― 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ―
峡西交通圏 １．８ｋｍ ― 峡西交通圏 １．８ｋｍ ―
峡北交通圏 １．８ｋｍ ― 峡北交通圏 １．８ｋｍ ―

山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―
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東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄

附 則 附 則
本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附 則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附 則（平成２６年２月２８日 一部改正）
本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。 本公示は、平成２６年４月１日以降適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正） 附 則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。 本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

附 則（平成３１年４月１１日 一部改正） 附 則（平成３１年４月１１日 一部改正）
本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。 本公示は、平成３１年４月１１日以降適用する。

附 則（令和元年１２月１３日 一部改正） 附 則（令和元年１２月１３日 一部改正）
本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。 本公示は、令和元年１２月１３日以降適用する。

附 則（令和２年１１月２５日 一部改正） 附 則（令和２年１１月２５日 一部改正）
本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。 本公示は、令和２年１１月２５日以降適用する。

附 則（令和３年１２月２４日 一部改正）
本公示は、令和３年１２月２４日以降適用する。
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（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０５２ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０５２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 １．２ｋｍ 加算距離１回分を控

除した距離 除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 １．２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 １．２ｋｍ ―

湘南交通圏 １．２ｋｍ ― 湘南交通圏 １．２ｋｍ ―
小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ ―加算距離２回分を控

除した距離
埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 １．２３ｋｍ ―

県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南東部交通圏 １．２３ｋｍ ―
県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ― 県南西部交通圏 １．２３ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 １．４７ｋｍ ―
秩父交通圏 １．４７ｋｍ ― 秩父交通圏 １．４７ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控 中・西毛交通圏 ２ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ 加算距離２回分を控
除した距離 除した距離

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 １．２７ｋｍ ―
東葛交通圏 １．２７ｋｍ ― 東葛交通圏 １．２７ｋｍ ―
千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 １．２７ｋｍ ― 北総交通圏 １．２７ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 １．２７ｋｍ ―
山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ― 山武・東金交通圏 １．２７ｋｍ ―
市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 １．２７ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 １．２７ｋｍ ― 外房交通圏 １．２７ｋｍ ―
南房交通圏 １．２７ｋｍ ― 南房交通圏 １．２７ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 １．１ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ―

東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ― 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ―
峡西交通圏 １．８ｋｍ ― 峡西交通圏 １．８ｋｍ ―
峡北交通圏 １．８ｋｍ ― 峡北交通圏 １．８ｋｍ ―

山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―

－2－

令和3年12月24日一部改正



東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―

－3－

令和3年12月24日一部改正
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’’

改正 現行

運賃適用地域運賃適用地域 営業区域営業区域 初乗距離初乗距離 初乗距離を短縮する

ｇ当日

列乗距離を短縮する
場合の距離

●Ｐ

易合の距離
特別区・武三地区特別区・武三地区 特別区。武三交通圏特別区。武三交通圏 1 . 052km1 ． 052km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控

除した距離除した距離
北多摩交通圏北多摩交通圏 11 2km2km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控

除した距離除した距離

運賃適用地域運賃適用地域 営業区域営業区域 初乗距離初乗距離 初乗距離を短縮する初乗距離を短縮する
場合の距離場合の距離

特別区・武三地区特別区・武三地区 特別区・武三交通圏特別区・武三交通圏 1 . 052km1 ． 052km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控
除した距離除した距離

北多摩交通圏北多摩交通圏 1 ． 2km1 ． 2km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控
除した距離除した距離

－1－

令和2年11月25日一部改正



’ I ’’ ’’I ’ ’加算距離1回分を控 南多摩交通圏
’

加算距離1回分を控1 . 2km 1 . 2kml雪

除した距離 除した距離

西多摩交通圏西多摩交通圏 1 . 2km1 ． 2km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控
除した距離除した距離

島しょ地区島しょ地区 島しょ区域島しょ区域 2km2km －－

京浜地区京浜地区 京浜交通匿京浜交通匿 1 . 2km1 ． 2km －－

相模・鎌倉地区相模・鎌倉地区 県央交通匿県央交通匿
湘南交通圏湘南交通圏

1 . 2km1 ． 2km

1 . 2km1 ． 2km

－－

－－

小田原地区小田原地区 小田原交通圏小田原交通圏 1 ． 8km1 ． 8km 一一

埼玉県A地区埼玉県A地区 県県 詞中央交通詞中央交通
県県 有東部交通有東部交通
県南西部交通県南西部交通

蓉
Ⅱ■■■■■

蓉
Ⅱ■■■■■

箸
■■■■■■■■■

箸
■■■■■■■■■

著
一

著
一

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

埼玉県B地区埼玉県B地区 県北交通県北交通
形形 ﾐ父交通ﾐ父交通

晋
一

晋
一

暑
■■■■■

暑
■■■■■

1 . 47km1 ． 47km

1 ． 47km1 ． 47km

－－

－－

群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏東毛交通圏

中・西毛交涌圏中・西毛交涌圏

2km2km

2km2km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交通圏沼田・利根交通圏

渋川・吾妻交涌圏渋川・吾妻交涌圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

千葉県A地区千葉県A地区 京葉交i閑圏京葉交i閑圏

東葛交通圏東葛交通圏
千葉交通圏千葉交通圏

北総交通■ 一 ＝－北総交通■ 一 ＝－

雪
■■■■■■■

雪
■■■■■■■

1 . 27km1 ． 27km

1 ． 27km1 ． 27km

1 ． 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

－－

一一

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

一一

千葉県B地区千葉県B地区
■

旨勉&ブ筐竺語I

■

旨勉&ブ筐竺語I軍軍 II
一

F
一

F豆服心茎哩豆服心茎哩 言
一

言
一

II ｣武・東金交通圏｣武・東金交通圏
市原交通圏市原交通圏

外房交通外房交通 暮
一3暮一3

南房交通南房交通 著
一3著一3

イ つマレ屍へ
1
イ つマレ屍へ
1 . 27km． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 ． 27km1 ． 27km

FF
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

■■■■l■■■■■■■■■■l■■■■■■

－－

茨城県地区茨城県地区 茨城県全茨城県全 域域 2km2km －－

栃木県地区栃木県地区 栃木県全域栃木県全域 1 ． 1km1 ． 1km －－

山梨県A地区山梨県A地区 甲府交通甲府交涌 雪雪

東八・東東八・東
－

1上 交通圏交通圏
峡西交通峡西交通 蓉

一

蓉
一

峡北交通峡北交通 署
一

署
一

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

一一

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

山梨県B地区山梨県B地区 峡南交通峡南交通
■■■■■■

著
一

著
一

東部・富士北麓交通圏東部・富士北麓交通圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

－－

西多摩交通圏西多摩交通圏 1 . 2km1 ． 2km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控
除した距離除した距離

島しょ地区島しょ地区 島しょ島しょ Z域Z域 2km2km －－

京浜地区京浜地区 通｛父浜｛泉 通｛父浜｛泉 蓉
ロ■■■■■

蓉
ロ■■■■■ 1 . 2km1 ． 2km 一一

相模・鎌倉地区相模・鎌倉地区 県実存蒲県央交通 蓉
一

蓉
一

湘南交通圏湘南交通圏
1 . 2km1 ． 2km

1 . 2km1 ． 2km

－－

－－

小田原地区小田原地区 小田原交通圏小田原交通圏 1 . 8km1 ． 8km 一一

埼玉県A地区埼玉県A地区 県県

県県

県県

詞に詞に ．．央交通央交通

判易判易 ﾐ首|j父通ﾐ首|j父通

有西部交通有西部交通

雪雪
雪雪
雪雪

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

－－

－－

－－

埼玉県B地区埼玉県B地区 県北寄涌県北寄涌

形形 ﾐ父交通ﾐ父交通

＝＝
言
一
言
一
一

署
一

琴
一

1 . 47km1 ． 47km

1 . 47km1 ． 47km

－－

－－

群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏東毛交通圏

中・西毛交遇圏中・西毛交遇圏

2km2km

2km2km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交通圏沼田・利根交通圏

渋川・吾妻交涌圏渋川・吾妻交涌圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

千葉県A地区千葉県A地区 京葉交通圏京葉交通圏

東葛交通圏東葛交通圏
千葉交通圏千葉交通圏

・
〆
・
〆 上総蚕涌上総蚕涌 箸

I■■■■■

箸
I■■■■■

1 . 27km1 ． 27km

11 27km27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

－－

－－

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

千葉県B地区千葉県B地区 吏総蚕涌吏総蚕涌
｜
垂
｜
垂

琶
一
琶
一

山武・東金交通山武・東金交通 雪雪

市原交通圏市原交通圏

外房交通外房交通 暮
一

暮
一

南戻在涌南戻在涌 暮
ロ■■■■■

暮
ロ■■■■■

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

－－

－－

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

－－

茨城県地区茨城県地区 茨城県全茨城県全 2km2km －－

栃木県地区栃木県地区 栃木県全域栃木県全域 2km2km －－

山梨県A地区山梨県A地区 甲府交涌甲府交涌 雪雪

東八東八
ーー

・ β・ β
寺
．
、

寺
．
、 上上 交通圏交通圏

峡西交I峡西交I
同
一
同
一 春ー春ー

峡北交別峡北交別 月月
垂垂
琶
一
琶
一

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

－－

－－

－－

山梨県B地区山梨県B地区 峡南交1峡南交1
東部・ 層東部・ 層

同
一
同
一 春Ⅱ■■■■■■春Ⅱ■■■■■■

ﾖ士北麓交掻圏ﾖ士北麓交掻圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

－－

－2－

令和2年11月25日一部改正
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改正 現行

運賃適用地域運賃適用地域 営業区域営業区域 初乗距離初乗距離 初乗距
場合の
初乗距
場合の

§§
II

&を短縮するfを短縮する
亘離z離

特別区・武三地区特別区・武三地区 特別区・武三交通圏特別区・武三交通圏 1 . 052km1 ． 052km 加算距離1回分を控加算距離1回分を控
除した距離除した距離

北多摩交通圏 1 . 2km 加算距離1回分を控
除した距離

南多摩交通圏 1 . 2km 加算距離1回分を控
除した距離

戸

､↓

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距
場合の

…
２
fを短縮する
.離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 1 . 052km 加算距離1回分を控
除した距離

北多摩交通圏

南多摩交通圏

2km

2km

加算距離1回分を控
除した距離
加算距離1回分を控
除した距離

令和元年12月13日一部改正

－1－



｜除し 誰 ’｜除した距離 た【 。
－

島しょ：島しょ： ppU4ppU4 ヌ
ー

ヌ
ー 島しょ島しょ 茎域茎域 2km2km －－

京浜地区京浜地区 京浜交京浜交
『
Ｆ
Ｐ
Ｌ

『
Ｆ
Ｐ
Ｌ瀝瀝 2km2km 一一

相模・鎌倉地区相模・鎌倉地区 県央交f県央交f i匿i匿
湘南交通圏湘南交通圏

2km2km

2km2km

－－

－－

小田原地区小田原地区 小田原交通圏小田原交通圏 1 . 8km1 ． 8km －－

埼玉県A地区埼玉県A地区 県県

県県

県県

にに .奥本涌屠.央交通匿
ヨ告M笹1用港ヨ告M笹1用港

§部交通匿§部交通匿

2km2km

2km2km

2km2km

－－

一一

－－

埼玉県B地区埼玉県B地区 県北交通匿県北交通匿

秩父交通匿秩父交通匿

2km2km

2km2km

－－

－－

群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏東毛交通圏

中・西毛交通圏中・西毛交通圏

2km2km

2km2km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交涌圏沼田・利根交涌圏

渋川・吾妻交通圏渋川・吾妻交通圏

1 . 8km1 ． 8km

1 ． 8km1 ． 8km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

千葉県A地区千葉県A地区 京葉交通京葉交通 署
一
署
一

東葛交通東葛交通 署
一

署
一

千葉交通圏千葉交通圏

北総交通匿北総交通匿

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

1■■■■■■■1■■■■■■■

千葉県B地区千葉県B地区
■■■

厚
■■■

厚芝総交通匿芝総交通匿
武・東金交通匿武・東金交通匿

市原交通圏市原交通圏

タタ ､戻交涌､戻交涌 萱萱

宥房交通宥房交通
一

署
一

一

署
一

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

－－

－－

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

－－

茨力茨力 E県地区E県地区 談談 城県全城県全園園
、

』ｒｐ

、

』ｒｐ 2km2km ■■■■■■■■■■■■■■■■

栃フ栃フ
I■■

、

I■■

、 11具地区具地区 析析木県全域木県全域 2km2km 一一

山梨県A地区山梨県A地区 犀犀 府交通府交通 雪雪

東八・東東八・東 山山交通圏交通圏
峡西交通峡西交通 豊豊

峡北交通峡北交通 蚤蚤

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■

山梨県B地区山梨県B地区 峡倖峡倖
東笥東笥

交通交通 登登
富士北麓交通圏富士北麓交通圏

1 ． 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

島しょ地区島しょ地区 島しょ島しょ 茎域茎域 2km2km 。■■■■■■■■。■■■■■■■■

京浜地区京浜地区 京浜交通京浜交通 雪雪 1 . 2km1 ． 2km 一一

相模・鎌倉地区相模・鎌倉地区 県央交通県央交通 雪雪

湘南交通圏湘南交通圏

1 . 2km1 ． 2km

1 ． 2km1 ． 2km

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

小田原地区小田原地区 小田原交通圏小田原交通圏 1 . 8km1 ． 8km ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

埼玉県A地区埼玉県A地区 県県 にに

県県 陽陽

県南区県南区

.奥存涌．央交通
.尚I父通.尚I父通

i部交通i部交通

箸箸

暑
■■■■I■■

暑
■■■■I■■

■■■■■■

署
一

■■■■■■

署
一

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

1 . 23km1 ． 23km

。■■■■■■■■。■■■■■■■■

1■■■■■■■■1■■■■■■■■

一一

埼玉県B地区埼玉県B地区 県北交通県北交通
弔弔号紗本涌号紗本涌

吾
■I■■■■

吾
■I■■■■

著
一

著
一

1 . 47km1 ． 47km

1 . 47km1 ． 47km

■■■■■■■■■■■■■■■■

1■■■■■■■■1■■■■■■■■

群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏東毛交通圏

中・西毛交通圏中・西毛交通圏

2km2km

2km2km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離
加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交通圏沼田・利根交通圏

渋川・吾妻交通圏渋川・吾妻交通圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

加算距離2回分を控加算距離2回分を控
除した距離除した距離

千葉県A地区千葉県A地区 京葉交通京葉交通 雪雪

東葛交通東葛交通 雪雪

千葉交通圏千葉交通圏

北総交通北総交通 吾
■■■■■

吾
■■■■■

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

11 27km27km

一一

一一

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

千葉県B地区千葉県B地区 東総交通東総交通 言
一

言
一

山武・東令交通山武・東令交通
Ｐ
屯
■
ｑ
Ｄ

Ｐ
屯
■
ｑ
Ｄ 雪雪

市原交通圏市原交通圏

タタ ､房本涌､房本涌 吾
p■■■■■

吾
p■■■■■

南房交通南房交通
一

室

一

室

＝
■■■■ﾛ■

＝
■■■■ﾛ■

11 27km27km

1 . 27km1 ． 27km

1 . 27km1 ． 27km

1. 27km1 ， 27km

1 ． 27km1 ． 27km

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■

茨城県地区茨城県地区 茨ウ茨ウ i県全i県全
Ⅱ■■■■■Ⅱ■■■■■

或或 2km2km －－

栃木県地区栃木県地区 栃フ栃フ尽県全域尽県全域 2km2km ■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■I■

山梨県A地区山梨県A地区 甲月甲月 f交通f交通 署
一

署
一

東八・東東八・東
－

上
－

上 交涌圏交涌圏

峡西交通峡西交通 暑
■■■■■

暑
■■■■■

峡北交通峡北交通
■■■■■

雲

■■■■■

雲

琶
一

琶
一

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

l■■■■■■■■l■■■■■■■■

1■■■■■■■■1■■■■■■■■

－－

－－

山梨県B地区山梨県B地区 峡南杢彌峡南杢彌
■■■■■■

署
一

■■■■■■

署
一

東部・富士北麓交通圏東部・富士北麓交通圏

1 ． 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

－－

－－

令和元年12月13日一部改正

－2－



(別紙）

口 ！
公

■■■■■

公
ー

ホ7]て

没乗用旅壱
垂RE酔乃7

＝八|受乗用研
垂RE難期

ノー

昌舎のR剛

ノーノ

計舎の吊日農
早埋之争呆

秬離脊彌縮で
早埋］室孝

1日離穿輻 I胃.~-

ヨ動車運送事業の運賃囚
ｮ||蒲のノーボLl終示す馬一

股乗用旅客自動車運送事業（
っI.、で|士 鼎| |;玉のルボLl公ラ

平成14年1兵
へD－－pp－づ峰01壷0－

平成14年1児
垈1－－口ロ÷ブ牛GI＝1－

4年4ロク4巳4垂4月ク4眉

附則附則

4年4月24日以降実施すそ

弓28日一部改正）

6年2月28日以降適用すそ

2月20日一部改正）
R丘1ク日ク0円以降摘田も

4年4月24日以|除ラ

ヨク9円一部改祁）

弓20に
＝可勾匡

一句)取止ノ

0日以降摘用で

(平成31年4月1 1日一部改正）附則
－

1する。
ー

〆
ー

(別添）

改正 現行

又公示は 、

T
ー z成31企 ﾐ4‘

匡
一

■ 1 1日以 蜂適ド

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する
場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 1 . 052km 加算距離1回分を控
除した距離

多摩地区 北多摩交通圏

南多摩交通圏

西多摩交通圏

2km

2km

2km

加算距闇
除したE

t1回分を控
｡離

加算距離1回分を控
除した距離
加算距離1回分を控
除した距離

言しょ： ｫh ヌ
ー 島しょ 重； 馴 2km －

京浜地 ヌ
ー 京浜交f

Ｐ
・
■
毛
ロ
ロ
薯
一 2km －

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する
場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 1 . 052km 加算距離1回分を控
除した距離

多摩地区 北多摩交通圏

南多摩交通圏

西多摩交通圏

2km

2km

2km

加算距閏
除した8

! 1回分を控
離

加算距離1回分を控
除した距離

加算距離1回分を控
除した距離

島しょ対
勺
Ｊ
Ｊ

一

メ
ー 島しょ区：

戸
口
亨

Ｌ
Ｊ
Ｕ 2km －

京浜地厄
■
Ｐ
ｂ
二 京浜交涌 蓉

一
2krn －

－1－

平成31年4月11日一部改正



’
湘南交通圏湘南交通圏 2km2km ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

小田原地区小田原地区 小田原交通圏小田原交通圏 1 ． 8km1 ． 8km －－

埼玉県A地区埼玉県A地区 県県 にに
ーー

県県
､一

夕
､一

夕

県南区県南区

．．央交通央交通
ﾐ部交通ﾐ部交通
5部交通5部交通

署
一

署
一

署
一

署
一

晉
一

晉
一

2km2km

2km2km

2km2km

－－

－－

－－

埼玉県B地区埼玉県B地区 県北交通匿県北交通匿
秩父交通匿秩父交通匿

2km2km

2km2km

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■

群馬県A地区群馬県A地区 東毛交通圏東毛交通圏

中・西毛交通圏中・西毛交通圏

2km2km

2krn2km

袈諜語曇且錘逵袈諜語曇且錘逵
袈謹籠最回並豊袈謹籠最回並豊

群馬県B地区群馬県B地区 沼田・利根交通圏沼田・利根交通圏

渋川・吾妻交通圏渋川・吾妻交通圏

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

袈蟇鶴曇幽幽袈蟇鶴曇幽幽
加算距離2回分を控
讓~こ~7玉冒蔀一一
加算距離2回分を控
讓~こ~7玉冒蔀一一

千葉県A地区千葉県A地区 京葉交通京葉交通 蓉
一

蓉
一

東葛交通東葛交通 吾
一

吾
一

千葉交通圏千葉交通圏

北総交通北総交通 箸
一

箸
一

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

－－

1■■■■■■■■1■■■■■■■■

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

－－

千葉県B地区千葉県B地区 東総交通東総交通 箸
－

箸
－

山武・東金交通圏山武・東金交通圏

市原交通圏市原交通圏

タタ ､房交通匿､房交通匿

南房交通匿南房交通匿

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

2km2km

－－

一一

加算距離4回分を控加算距離4回分を控
除した距離除した距離

q■■■■■■■q■■■■■■■

1■■■■■■■1■■■■■■■

茨力茨力 #県地区#県地区 茨力茨力 §県全＃§県全＃
■
卜
・
Ｂ
ｒ

■
卜
・
Ｂ
ｒ 2km2km ■■■■■■■■■■■■■■

栃フ栃フ ﾐ県地区 ｜ ；ﾐ県地区 ｜ ； 病フ病フご県全ご県全 §§
Ｌ
Ｊ
Ｕ

Ｌ
Ｊ
Ｕ 2krn2km 一一

山梨県A地区山梨県A地区 甲I甲I守交通守交通 蓉
■■■■■

蓉
■■■■■ II

芽芽 :ノ:ノ（・東山交通（・東山交通 蓉
一

蓉
一

岨岨｛西交通圏｛西交通圏
腰ゴヒ蚕涌圏腰ゴヒ蚕涌圏

1 ． 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

1 ． 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

ーー

一一

－－

－－

山梨県B地区山梨県B地区 峡南交通圏峡南交通圏

東部・富士北麓交通東部・富士北麓交通 署
一

署
一

1 . 8km1 ． 8km

1 . 8km1 ． 8km

一一

一一

湘南交通圏 2km －

小田原地区 小田原交通圏 1 . 8km ー

埼玉県A地区 県

県
県

E

■
ｌ
Ⅱ
０
■
ｑ

.央交通匿

D ’釧父通匿
。
●
Ｉ邪交通匿

2km

2km

2krn

－

－

－

埼玉県B地区 県北交通匿
秩父交通匿

2km

2km

－

－

群馬県A地区 東毛交通圏

中。西毛交通圏

2km

2km

－

－

群馬県B地区 沼田。利根交通圏

渋川・吾妻交通圏

1 . 8km

1 . 8km

■■■■■■■

－

千葉県A地区
■ ■

県： E本彌曙

果． M父涌港

千葉交通圏

卓
口 ;総交通匿

2km

2km

2km

2km

－

－

加算距離4回分を控
除した距離

一

千葉県B地区
画
■
■
■
づ [総交涌屠

山武・東金交通匿

市原交通圏

外 妻交涌圏

南 言交通圏

2km

2km

2km

2km

2km

－

■I■■■■■■

加算距離4回分を控
除した距離

■■■■■■■■

一

茨力 i県地区 茨 &県全域 2km －

栃フ尽県抽反 栃 尽県全域 2km －

山梨県A地区 中‘

東
峡
峡

■

日 父涌圏

l・東山 交通医
i交涌露

:在涌屠

1 . 8km

1 ． 8km

1 ． 8km

1 ． 8km

一

■■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■

山梨県B地区 峡

東

ﾛ

ﾛ

ﾛ

．

交]用唇

富士： 擢 交涌鴎
1 ． 8km

1 . 8km

－

■■■■■■ﾛ■■

－2－
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（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄
附則 附則

本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附則（平成２６年２月２８日 一部改正） 附則（平成２６年２月２８日 一部改正）

本公示は、平成２６年２月２８日以降適用する。 本公示は、平成２６年２月２８日以降適用する。

附則（平成２８年１２月２０日 一部改正）
本公示は、平成２８年１２月２０日以降適用する。

（別添） （別添）

運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する
場合の距離 場合の距離

特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 １．０５２ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

多摩地区 北多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

南多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

西多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控
除した距離 除した距離

島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ―
京浜地区 京浜交通圏 ２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 ２ｋｍ ―
相模・鎌倉地区 県央交通圏 ２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 ２ｋｍ ―

湘南交通圏 ２ｋｍ ― 湘南交通圏 ２ｋｍ ―

－1－
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小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ ― 小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ ―

埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 ２ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 ２ｋｍ ―
県南東部交通圏 ２ｋｍ ― 県南東部交通圏 ２ｋｍ ―
県南西部交通圏 ２ｋｍ ― 県南西部交通圏 ２ｋｍ ―

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 ２ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 ２ｋｍ ―
秩父交通圏 ２ｋｍ ― 秩父交通圏 ２ｋｍ ―

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ ― 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ ―
中・西毛交通圏 ２ｋｍ ― 中・西毛交通圏 ２ｋｍ ―

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ ― 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ ―
渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ ― 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ ―

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 ２ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 ２ｋｍ ―
東葛交通圏 ２ｋｍ ― 東葛交通圏 ２ｋｍ ―
千葉交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
北総交通圏 ２ｋｍ ― 北総交通圏 ２ｋｍ ―

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 ２ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 ２ｋｍ ―
山武・東金交通圏 ２ｋｍ ― 山武・東金交通圏 ２ｋｍ ―
市原交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控

除した距離 除した距離
外房交通圏 ２ｋｍ ― 外房交通圏 ２ｋｍ ―
南房交通圏 ２ｋｍ ― 南房交通圏 ２ｋｍ ―

茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ―
栃木県地区 栃木県全域 ２ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 ２ｋｍ ―
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ―

東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ― 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ―
峡西交通圏 １．８ｋｍ ― 峡西交通圏 １．８ｋｍ ―
峡北交通圏 １．８ｋｍ ― 峡北交通圏 １．８ｋｍ ―

山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ―
東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ―

－2－

平成28年12月20日付一部改正



（別紙）

改 正 現 行

公 示 公 示

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の運賃及び料金に係る
初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について 初乗距離及び初乗距離を短縮する場合の距離について

平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料 平成１４年１月１７日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料
金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。 金に関する制度について」に規定する標記については、別添のとおり公示する。

平成１４年４月２４日 平成１４年４月２４日

関東運輸局長 上子道雄 関東運輸局長 上子道雄
附則 附則

本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。 本公示は、平成１４年４月２４日以降実施する。

附則（平成２６年２月２８日 一部改正）

本公示は、平成２６年２月２８日以降適用する。

（別添） （別添）
運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する 運賃適用地域 営業区域 初乗距離 初乗距離を短縮する

場合の距離 場合の距離
特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 特別区・武三地区 特別区・武三交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
多摩地区 北多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 多摩地区 北多摩交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
南多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 南多摩交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
西多摩交通圏 ２ｋｍ 加算距離１回分を控 西多摩交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ ― 島しょ地区 島しょ区域 ２ｋｍ １ｋｍ
京浜地区 京浜交通圏 ２ｋｍ ― 京浜地区 京浜交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
相模・鎌倉地区 県央交通圏 ２ｋｍ ― 相模・鎌倉地区 県央交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

湘南交通圏 ２ｋｍ ― 湘南交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
津久井交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

小田原地区 小田原交通圏 １．８ｋｍ ― 小田原地区 小田原・箱根交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
足柄交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ

埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 ２ｋｍ ― 埼玉県Ａ地区 県南中央交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
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県南東部交通圏 ２ｋｍ ― 県南東部交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
県南西部交通圏 ２ｋｍ ― 県南西部交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 ２ｋｍ ― 埼玉県Ｂ地区 県北交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
秩父交通圏 ２ｋｍ ― 秩父交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ ― 群馬県Ａ地区 東毛交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
中・西毛交通圏 ２ｋｍ ― 中・西毛交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ ― 群馬県Ｂ地区 沼田・利根交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ ― 渋川・吾妻交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ

千葉県Ａ地区 京葉交通圏 ２ｋｍ ― 千葉県Ａ地区 京葉交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
東葛交通圏 ２ｋｍ ― 東葛交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
千葉交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控 千葉交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
北総交通圏 ２ｋｍ ― 北総交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

千葉県Ｂ地区 東総交通圏 ２ｋｍ ― 千葉県Ｂ地区 東総交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
山武・東金交通圏 ２ｋｍ ― 山武・東金交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
市原交通圏 ２ｋｍ 加算距離４回分を控 市原交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

除した距離
外房交通圏 ２ｋｍ ― 東海交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ
南房交通圏 ２ｋｍ ― 南房交通圏 ２ｋｍ １ｋｍ

茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ ― 茨城県地区 茨城県全域 ２ｋｍ １ｋｍ
栃木県地区 栃木県全域 ２ｋｍ ― 栃木県地区 栃木県全域 ２ｋｍ １ｋｍ
山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ａ地区 甲府交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ

東八・東山交通圏 １．８ｋｍ ― 東八・東山交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
峡西交通圏 １．８ｋｍ ― 峡西交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
峡北交通圏 １．８ｋｍ ― 峡北交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ

山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ ― 山梨県Ｂ地区 峡南交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ ― 東部・富士北麓交通圏 １．８ｋｍ １ｋｍ
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